
森町介護職員人材確保対策事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、町内に所在する介護事業所等における介護人材の確保及び定着を図り、

介護職員の資質の向上を支援するため、介護職員就労祝金（以下、「就労祝金」という。）、

及び介護職員就労継続祝金（以下、「就労継続祝金」という。）、並びに介護資格取得支援事

業助成金（以下、「資格取得助成金」という。）を支給することにより、介護サービスの質の

向上と安定した供給による森町の介護体制の充実に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。 

（１） 町内介護事業所等 介護保険法（平成９年法律第１２３号）、老人福祉法（昭和３

８年法律第１３３号）、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）及び高齢者の居住の安

定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）の各法に定める、保健医療サービス

又は福祉サービスを行う事業所のうち、町内に所在する事業所をいう。 

 （２） 介護職員 要介護者及び要支援者の身体及び生活介護業務に従事する者をいう。 

（３） 町内在住者 第５条第２号に掲げる基準日以前１年の間、森町に住民登録されて

いる者をいう。 

 （４） 町外在住者 前号の規定によらない者をいう。 

（事業の内容及び対象者） 

第３条 事業の内容及び対象者は、次のとおりとする。 

（１） 介護職員就労祝金事業  

ア 事業の内容 次に掲げる対象者に就労祝金を支給する。 

イ 対象者 この要綱の施行日以降に、町内介護事業所等に直接雇用された介護職員

とし、勤務形態は問わない。ただし、雇用の日以前１年以内に町内介護事業所等

に雇用されていた者、又は申請した日時点で町内介護事業所等に雇用されてい

ない者は除く。 

ウ 支給額 １万円を支給する。 

 （２）介護職員就労継続祝金事業 

ア 事業の内容 次に掲げる対象者に就労継続祝金を支給する。 

   イ 対象者 前号の規定による就労祝金の支給を受けた者のうち、雇用の日から引き

続き３年間町内介護事業所等に雇用された者 

   ウ 支給額 前号に該当する、町内在住者に５万円、町外在住者に３万円を支給する。 

 （３） 介護資格取得支援事業 

ア 事業の内容 次に掲げる対象者が別表１に掲げる資格を取得するために講座等を

受講した費用及び受験手数料のうち、対象経費に助成率を乗じて得た額と上限

額のいずれか低い額を助成する。 

イ 対象者 資格取得助成金の申請をする日時点で町内介護事業所等に雇用されてい

る介護職員 



（申請） 

第４条 前条の規定による就労祝金、及び就労継続祝金、並びに資格取得助成金の支給を受

けようとする者（以下「申請者」という。）は、次の各号に掲げる書類を添付して次条に掲

げる申請期間のうちに町長に申請しなければならない。 

（１） 介護職員就労祝金事業 

ア 介護職員就労祝金申請書（兼）雇用証明書（様式第１号） 

 （２） 介護職員就労継続祝金事業 

   ア 介護職員就労継続祝金申請書（様式第２号） 

   イ 雇用証明書（様式第４号） 

 （３） 介護資格取得支援事業 

   ア 介護資格取得支援事業助成金申請書（様式第３号） 

   イ 雇用証明書（様式第４号） 

   ウ 宣誓書（様式第５号） 

   エ 受講費用及び受験手数料の領収証の写し 

   オ 他からの助成額がわかる書類の写し 

（４） 前３号の規定による申請をした内容について変更が生じた場合は、申請者は速や

かに町長へ届け出なければならない。 

（申請期間） 

第５条 前条の申請をすることができる期間は次の各号に掲げる期間とする。 

（１） 介護職員就労祝金事業 町内介護事業所等に雇用された日から３か月を経過した

日を基準日とし、基準日から３か月を経過する日まで。 

（２） 介護職員就労継続祝金事業 町内介護事業所等に雇用された日から３年を経過し

た日を基準日とし、基準日から３か月を経過する日まで。 

（３） 介護資格取得支援事業 当該講座等の受講が終了した日を基準日とし、基準日か

ら３か月を経過する日まで。 

（支給の決定） 

第６条 町長は、第４条の規定による申請を受けたときは、申請書類を審査し、支給の可否

を決定し、その結果を次の各号に掲げる通知書により通知するものとする。 

（１） 介護職員就労祝金事業 「介護職員就労祝金支給（不支給）決定通知書」（様式第

６号） 

（２） 介護職員就労継続祝金事業 「介護職員就労継続祝金支給（不支給）決定通知書」

（様式第７号） 

（３） 介護資格取得支援事業 「介護資格取得支援事業助成金支給（不支給）決定通知

書」（様式第８号） 

（就労祝金及び就労継続祝金の支出） 

第７条 町長は、前条の規定により就労祝金及び就労継続祝金の支給を決定したときは、申

請者に対して速やかに決定した額を支出するものとする。 

（資格取得助成金の支出） 



第８条 資格取得助成金の申請者は、第６条第３号の規定による決定通知を受けたときは速

やかに資格取得助成金を請求するものとする。 

 ２ 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、申請者に対して速やかに決定した額

を支出するものとする。 

（資格取得助成金の支給制限） 

第９条 別表に掲げる対象経費に対して他からの費用助成等を受けるときは、資格取得助成

金の対象とならない。ただし、申請者が勤務する事業所から支給されるものについては、

この限りでない。 

 ２ 第３条第３号に掲げる資格取得助成金の支給を受けた者は、その支給を受けた年度内

においては、同資格を取得するための講座等受講に係る費用及び受験手数料は、資格取得

助成金の対象とならない。 

（資格取得助成金の返還） 

第１０条 第３条第３号に掲げる資格取得助成金の支給を受けて資格を取得した者が、その

資格取得後１年以内に次の各号の規定によらない退職等をした場合、助成金を返還するも

のとする。 

 （１） 死亡又は疾病等により業務に従事することができなくなったとき 

（２） 当該町内介護事業所等の都合により、当該町内介護事業所において業務に従事す

ることができなくなったとき 

（３） 前各号に規定するもののほか、特に町長が認めた場合 

（支給決定の取り消し等） 

第１１条 町長は虚偽の申請その他不正な手段により就労祝金、又は就労継続祝金、又は資

格取得助成金の支給決定を受け、又は支給を受けた者に対し、その決定を取り消し、支給

額の全部又は一部を返還させるものとする。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

※令和４年６月１日改正 

※令和５年３月１日改正 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別表１ 

対象資格 対象経費 助成率 上限額 

介護職員初任者研修 
当該資格取得のための講座等の受講費

用自己負担額 
３分の２ ５万円 

介護福祉士実務者研修 
当該資格取得のための講座等の受講費

用自己負担額 
３分の２ ７万円 

介護福祉士 

当該資格取得のための講座等の受講費

用自己負担額 
３分の２ １０万円 

受験手数料自己負担額 ３分の２ なし 

 


